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山武郡市広域行政組合 

 

第１章 総 則 

 

１節 適用 

本仕様書は、山武郡市広域行政組合（以下「組合」という。）が発注する

既設し尿処理施設（環境アクアプラント）（以下、「アクアプラント」とい

う。）における精密機能検査業務（以下「検査業務」という。）及び在り方

検討業務（以下「検討業務」という。）の委託に適用するものとする。 

 

２節 各業務の目的 

１ 検査業務 

組合がし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するために、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「施

行規則」という。）第５条に規定する精密機能検査によって、施設の機能

及び設備、装置等を検査し、適正な維持管理の指針を得ることを目的と

する。 

２ 検討業務 

平成１１年のアクアプラント稼働以来、長年にわたり維持管理を行い、

適正なし尿処理の維持に努めてきているが、経年的な劣化も見受けられ、

将来の生活排水処理における方向性を見直す時期に来ている。  

社会情勢として、地域の特性、人口減少、少子高齢化、下水道の整備

推進、持続可能な社会の構築など、このような現状を取り巻く情勢を踏

まえ、し尿処理等の現状把握と今後のし尿処理の在り方等について検討・

評価・整理し、それらを基に今後の生活排水処理施設整備に係る「基本

的な方向性」を策定することを目的とする。 

 

３節 業務委託の名称 

施設精密機能検査業務及び在り方検討業務委託 

 

４節 業務委託の場所 

千葉県東金市家徳３３５番地１ 

環境アクアプラント 

 

５節 対象施設 

し尿処理施設（高負荷脱窒素処理方式＋高度処理） 

２４５㎘／日(し尿:７４㎘/日･浄化槽汚泥１７１㎘/日) 



- 2 - 

竣工年月日：平成１１年３月１５日 

 

６節 履行期間 

契約締結日から令和８年２月２８日まで 

 

７節 資料の貸与 

業務の遂行上必要であり利用可能な資料で、発注者が提供できるものに

ついては貸与する。この場合、受注者は借用書に貸与を受けた資料のリス

トを添えて提出するとともに、業務完了後に速やかに返却しなければなら

ない。 

 

８節 組合及び関係機関との協議 

１ 受注者は、履行期間中に組合が指示した場合、また、受注者が必要と

判断した場合は、適宜打合せを行い、責任を持って円滑な業務遂行を行

うものとする。 

２ 受注者は、打合せが行われた際は、協議事項の内容を確認するため、

その都度、議事録を作成し、発注者の承認を得るものとする。  

３ 管理技術者は、原則として本業務に係る全ての打合せに出席するもの

とする。 

４ 受注者は、関係する機関との協議を必要とするとき、または協議を求

められた場合には、誠意を持ってこれにあたるものとする。  

 

９節 遵守事項 

受注者は、業務遂行に当たり、次の関係法令等を遵守するものとする。  

⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）  

⑵ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

⑶ 下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

⑷ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

⑸ 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

⑹ 震動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

⑺ 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

⑻ 循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号） 

⑼ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

（昭和４６年政令第３００号） 

⑽ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

（昭和４６年厚生省令第３５号） 

⑾ 千葉県環境保全条例（平成７年千葉県条例第３号） 

⑿ 組合条例・規則及び組合構成市町条例 
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⒀ し尿処理施設構造指針 

⒁ 汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領 

⒂ 廃棄物最終処分場整備の計画・設計管理要領 

⒃ その他諸法令、関係通知及び緒基準 

 

10 節 守秘義務 

受注者は、本業務の遂行上、知り得た事項について第三者に漏らしては

ならない。また、コンサルタントとして中立性を厳守するものとする。  

 

11 節 疑義 

本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合は、組合に照会し、組

合の意向を十分に理解し、業務を遂行するものとする。 

 

 12 節 補足事項 

１ 業務遂行について  

⑴ 本年度に実施する施設の機器点検整備等の内容を考慮して業務を実

施すること。 

⑵ 本仕様書は業務の遂行に当たり、基本的内容について定めるもので

あり、本仕様書の目的達成のために必要な資料及び書類、また、業務

遂行の性質上、当然必要と思われるものについては、本仕様書に明示

されていない事項でも、受注者の責任においてすべて完備しなければ

ならない。  

⑶ 本仕様書に定めのないもので業務上必要と思われる事項については、

組合と協議の上これを定めるものとする。 

２ 業務完了について 

⑴ 成果品の検査及び検査に伴う修正に要する期間を考慮し、履行期間

内に成果品の検査に合格できるよう工程表を作成すること。  

⑵ 業務完了後であっても、受注者の責めによる修正、記載漏れ等の不

備が発見された場合、また、組合からの資料提出等の要望があった場

合は、速やかに対応するものとする。なお、この場合に発生する経費

の一切は受注者の負担とする。 

 

第２章 業 務 

  

１節 検査業務 

   １ 業務内容  

⑴ 施設の機能及び設備、装置等を検査 

⑵ 組合との打合せの際の資料作成 
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⑶ 組合への業務進捗状況の中間報告 

⑷ 報告書の作成 

⑸ 業務に係る書類及び電子データの提出 

⑹ その他、業務の遂行に必要な事項 

   ２ 検査、調査事項等 

     施行規則第５条の規定に基づき、し尿処理施設の機能を保全するため

に施設精密機能検査を行うもので、次の内容とする。 

⑴ 施設の概要 

施設の概要、処理工程及び補修工事、改良工事等の内容について調

査する。 

⑵ 運転管理実績 

ア 運転管理実績 

月別の受入量、脱離液量、発生汚泥量、プロセス用水量、使用電

力量、補助燃料消費量等の運転実績を調査する。 

イ 作業状況 

受入、移送、生物処理、固液分離、凝集分離処理、高度処理、汚

泥処理等の工程ごとに日常の作業状況を調査する。また、沈砂槽、

貯留槽の清掃、オイル点検等、定期作業の内容等について調査する。  

ウ 水質検査（１回） 

水質等の定期調査結果及び処理工程毎の現地測定を別紙「分析

項目及び採取箇所」により調査を行い、現状の機能を把握するこ

と。臭気測定については検知管による簡易測定とする。  

エ 分析 

現況調査及び運転状況調査の結果を分析し、現在の状況を把握す

る。 

⑶ 処理条件と処理効果 

投入工程、一次処理工程、二次処理工程、高度処理工程、臭気処理

及び汚泥処理工程について、それぞれの機能を設計基準と比較し検討

する。 

⑷ 設備等の状況 

ア 書類調査 

基本図書及び運転記録の点検並びに過去の事故等の状況を調査す

る。 

イ 設備装置等の検査 

各設備、装置、機器類について検査し、「良、要補修、要交換、要

改造」の４ラインに分けて判定し、その箇所を示す。 

(ｱ) 土木・建築設備 

各設備について、亀裂、破損箇所の有無、不等沈下、漏水・浸
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水の有無等を検査する。 

(ｲ) 機械設備 

各設備について、腐食、損傷の有無、装置の振動、異常音、温

度上昇、その他軸受け等のオイル、グリスの補給状況及び損耗等

を検査する。 

(ｳ) 電気設備 

各設備について、腐食、損傷の有無、絶縁の良否、装置の振動、

異常音、温度上昇、その他配線、安全器の状況等を調査する。  

(ｴ) 配管、弁設備 

各設備について、腐食、損傷の有無、接続箇所の漏水・浸水の

有無、その他弁類の作動良否等を検査する。 

(ｵ) その他 

全体的な水位高低関係確認、悪臭の発生等を検査する。  

⑸ 課題の抽出 

以上の結果を踏まえ、維持管理方法、設備の能力、負荷（平均・変

動）設備の損傷等について、課題を抽出する。 

⑹ 改善点の指摘 

以上の調査及び検討の結果に基づき、施設の構造及び維持管理上の

改善点を指摘する。 

また、各設備の整備方法について、補修、改造、更新等に分類し、

概要、利点、問題点について言及すること。 

３ 技術者の配置 

受注者は、業務遂行に当たり、次のとおり管理技術者及び担当技術者

を選任し、迅速で正確な業務を執行するとともに、高度な技術を要する

部門については、相当な経験を有する技術者を配置しなければならない。 

⑴ 管理技術者は、技術士法に定める技術士（総合技術監理部門のうち

選択科目の衛生工学－廃棄物管理）又は一般社団法人建設コンサルタ

ンツ協会のＲＣＣＭによる廃棄物の資格保有者でなければならない。 

⑵ 担当技術者は、過去５年以内に地方公共団体が発注する一般廃棄物

施設精密機能検査業務の担当実績を有する者でなければならない。  

⑶ 管理技術者及び担当技術者は、受注者と直接的かつ恒常的雇用関係

を有するものでなければならない。 

４ 進捗状況等の報告 

受注者は、業務の進捗状況に応じて、適宜発注者に中間報告を行うも

のとする。また、発注者にとって早急に必要と思われる資料については、

業務の完了を待たず、発注者の請求により中間報告として速やかに提出

するものとする。 

５ 提出書類 
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受注者は、次のとおり書類及び電子データを発注者に提出するものと

する。 

⑴ 業務の着手時 

ア 業務着手届 

イ 工程表 

ウ 管理技術者届及び担当技術者届 

エ その他必要な書類 

⑵ 業務の完了時 

ア 業務完了届兼検査願書 

イ 成果品 

 (ｱ) し尿処理施設精密機能検査報告書（Ａ４版）    ５部 

※ 報告書は製本したものとする。 

 (ｲ) 報告書の電子データ 

⑶ 随時 

ア 打合せを行った際の議事録             １部 

イ その他必要な書類及び電子データ 

※ 本業務で履行した内容のすべては、組合の所有とする。また、成果品

の内容に使用された写真及びグラフ等は、組合が使用するに当たり支障

がないものとすること。 

６ 業務内容の変更等 

受注者は、相当の理由がある場合には、発注者の承認を得て、業務の

一部を変更することができるものとする。これに伴う業務委託料、納期

等の変更については別途協議するものとする。 

７ 検査及び業務の完了 

受注者は、業務完了後速やかに完了届を提出し、組合の検査を受けな

ければならない。 

業務の検査に合格後、本仕様書に指定された提出書類を納品し、組合

の検査員の検査合格をもって業務の完了とする。 

８ 成果品の修正 

提出された成果品において、本仕様書及び協議等により決定した内容

に適合しない箇所が発見された場合は、受注者の責任において速やかに

修正するものとする。 

 

 ２節 検討業務 

１ 業務内容 

⑴ 報告書の作成 

⑵ 組合との打合せの際の資料作成 

⑶ 組合への業務進捗状況の中間報告 
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⑷ 業務に係る書類及び電子データの提出 

⑸ その他、業務の遂行に必要な事項 

２ 検討事項 

⑴ 現状把握と施設整備規模の検討 

過去の精密機能検査報告書、プラントメーカーの点検報告書、検討

業務と同時に行われる精密機能検査の現地調査等により、し尿及び浄

化槽汚泥の搬入状況及びアクアプラントの運転状況等の現状を把握

し、今後、新たに処理施設を建設する場合を想定した施設整備規模を

検討すること。 

施設整備規模の検討に当たっては、施設整備目標年次と将来人口や

過去１０年間におけるし尿及び浄化槽汚泥の搬入実績に加え、人口減

少や下水道の推進などによる将来の搬入量を推計し、それらを踏まえ

検討すること。 

⑵ 想定される処理計画の比較検討 

ア 処理計画の検討 

現状の把握から課題を整理し、関係法令、関連計画等の把握・調

整した上で、次に示す処理運営方法から想定される施設整備等の概

算費用を考えられる付加的要素も踏まえ算出するとともに、メリッ

ト・デメリット・スケジュール等を整理すること。 

(ｱ) 組合単独で生活排水処理施設を新たに建設する場合 

(ｲ) 下水道前処理施設（受入施設）として新たに建設する場合  

(ｳ) 環境アクアプラントの延命化工事（基幹改良＋耐震化、リニュ

ーアル）を実施する場合 

(ｴ) 他自治体との広域連携を図る場合 

イ 処理計画の評価 

評価に当たっては、今後の基本構想を策定するための指針となる

よう、適切な評価項目を設定し評価すること。また、各処理運営方

法に関する利点、課題等から現状最も適していると想定される処理

計画を判断できるように整理すること。 

    ⑶ その他の検討 

      発注者との打ち合わせにより、業務の遂行に必要となる検討事項。 

３ 技術者の配置 

受注者は、業務遂行に当たり、次のとおり主任技術者を選任し、迅速

で正確な業務を執行するとともに、高度な技術を要する部門については、

相当な経験を有する技術者を配置しなければならない。 

⑴ 主任技術者は、技術士法に定める技術士（総合技術監理部門のうち

選択科目の衛生工学－廃棄物管理）又は一般社団法人建設コンサルタ

ンツ協会のＲＣＣＭによる廃棄物の資格保有者でなければならない。 
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⑵ 主任技術者は、受注者と直接的かつ恒常的雇用関係を有するもので

なければならない。 

 

４ 提出書類 

受注者は、次のとおり書類及び電子データを発注者に提出するものと

する。 

⑴ 業務の着手時 

ア 業務着手届 

イ 工程表 

ウ 主任技術者届 

⑵ 業務の完了時 

ア 業務完了届兼検査願書 

イ 成果品 

 (ｱ) 在り方検討業務報告書（Ａ４版）        １５部 

※ 報告書は製本したものとする。 

 (ｲ) 報告書の電子データ 

⑶ 随時 

ア 打合せを行った際の議事録             １部 

イ その他必要な書類及び電子データ 

 

※ 本業務で履行した内容のすべては、組合の所有とする。また、成果品

の内容に使用された写真及びグラフ等は、組合が使用するに当たり支障

がないものとすること。 

５ 業務内容の変更等 

受注者は、相当の理由がある場合には、発注者の承認を得て、業務の

一部を変更することができるものとする。これに伴う業務委託料、納期

等の変更については別途協議するものとする。 

６ 検査及び業務の完了 

受注者は、業務完了後速やかに完了届を提出し、組合の検査を受けな

ければならない。 

業務の検査に合格後、本仕様書に指定された提出書類を納品し、組合

の検査員の検査合格をもって業務の完了とする。 

７ 成果品の修正 

提出された成果品において、本仕様書及び協議等により決定した内容

に適合しない箇所が発見された場合は、受注者の責任において速やかに

修正するものとする。 
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【

検
体
数
　
計
】

水温 ℃ 2 2 2 3 1 10  

ｐＨ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 26  

懸濁物質 mg/L 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 26  

ＢＯＤ mg/L 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 16  

ＣＯＤ mg/L 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 16  

全窒素 mg/L 1 1 1 2 2 3 1 11

アンモニア性窒素 mg/L 1 1 1 2 3 8  

硝酸性窒素 mg/L 2 3 5  

亜硝酸性窒素 mg/L 2 3 5  

全リン mg/L 1 1 1 2 2 3 1 11  

色度 mg/L 2 1 1 3 1 8  

塩化物イオン mg/L 1 1 1 2 3 1 9  

大腸菌数 個/mL 2 3 1 6  

含水率 ％ 1 1 1 3  

硫化水素 ppm  1 1 1 1 1 5

アンモニア性窒素 ppm  1 1 1 1 1 5

分析項目及び採取箇所

水　　　　　質　　　　　分　　　　　析

※放流水
は３検体
の平均値
とする

備　考

臭 気 分 析


